
申申し込み　問問い合わせ

�

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

　

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

会
を
実
施
。
申
込
書
・
試
験
案
内
は

消
防
局
予
防
課
や
各
消
防
署
・
分
署

な
ど
で
配
布
し
ま
す
。

●
乙
種
第
四
類
試
験
の
準
備
講
習
会

日
時
＝
５
月
30
日
㈬
午
前
９
時
〜
午

後
４
時

会
場
＝
消
防
局

費
用
＝
９
，
０
０
０
円

●
危
険
物
取
扱
者
試
験

日
時
＝
６
月
24
日
㈰
午
前
９
時

会
場
＝
前
橋
工
業
高
（
石
関
町
）
な
ど

費
用
＝
〈
甲
種
〉
６
，５
０
０
円
〈
乙

種
〉
４
，
５
０
０
円
〈
丙
種
〉
３
，

６
０
０
円

申
以
上
の
２
つ
は
５
月
８
日
㈫
〜

21
日
㈪
に
消
防
局
予
防
課
（
☎
０
２

７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
９
）
へ
直
接

運
動
習
慣
身
に
付
け
認
知
症
予
防

　

脳
力
ア
ッ
プ
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室
を

開
催
。
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
体
操
な
ど

の
運
動
習
慣
を
身
に
付
け
、
認
知
症

予
防
に
つ
な
げ
ま
す
。

日
時
＝
６
月
４
日
〜
７
月
30
日
の
月

曜
８
回
、
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

第
３
日
曜
は
納
税
相
談
窓
口

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
＝
５
月
20
日
㈰
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
３

●
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理

し
ま
す
。

日
時
＝
❶
５
月
13
日
㈰
❷
15
日
㈫
❸

20
日
㈰
、
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
❶
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
❷
は
城
南
支
所
❸
は
総
合
福

祉
会
館

対
象
＝
市
内
在
住
で
医
師
か
ら
運
動

制
限
を
さ
れ
て
い
な
い
65
歳
以
上
の

人
、
20
人
（
抽
選
）

申
５
月
18
日
㈮
ま
で
に
長
寿
包
括
ケ

ア
課
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３

３
へ手

話
で
の
日
常
会
話
が
学
べ
ま
す

　

手
話
で
の
日
常
会
話
の
基
礎
や
福

祉
制
度
な
ど
を
学
ぶ
、
聴
覚
障
害
者

の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
５
日
〜
８
月
28
日
の
火

曜
12
回
、
午
後
６
時
45
分
〜
８
時
45
分

会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
県
内
在
住
の
聴
覚
障
害
者
と

家
族
で
、
手
話
を
学
ん
だ
こ
と
の
な

い
人
か
手
話
技
術
が
未
熟
な
人
、
10

人
（
抽
選
）

申
５
月
15
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
性
別
・
年
齢
・
職
業
・
電
話

番
号
・
フ
ァ
ク
ス
番
号
・
聴
覚
障
害

の
有
無
（
な
い
場
合
は
聴
覚
障
害
者

と
の
関
係
）
を
記
入
し
、
〒
３
７
１

‐
０
８
４
３
新
前
橋
町
13
‐
12
・
社

会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
聴
覚
障
害

者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ

（
☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
６
３

３
・
フ
ァ
ク
ス
０
２
７
‐
２
５
５
‐

６
６
３
４
）
へ

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８

●
空
家
等
対
策
協
議
会
の
傍
聴

日
時
＝
５
月
15
日
㈫
午
前
10
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
北
会
議
室

問
空
家
利
活
用
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
０
８
１

●
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
５
月
16
日
㈬
午
後
３
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
午
後
２
時
30
分
〜
50
分
に
会

場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

禁
止
で
す
不
正
大
麻
・ケ
シ
栽
培

　
５
月
か
ら
７
月
ま
で
、不
正
大
麻
・

け
し
撲
滅
運
動
を
実
施
。
大
麻
や
ケ

シ
（
一
部
を
除
く
）
の
栽
培
は
観
賞

用
で
も
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
正
栽
培
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
市

保
健
所
か
警
察
署
に
連
絡
を
。
市
保

健
所
で
は
「
大
麻
・
け
し
の
見
分
け

方
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
配
布
し
て

い
ま
す
。

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
２

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://w

w
w
.raijin.

com
/kenko/

で
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
我
が
国
に

お
け
る
乳
が
ん
の
現
状
〈
火
曜
〉
歯

が
痛
い
と
き
の
応
急
処
置
〈
水
曜
〉

セ
ッ
ク
ス
で
う
つ
る
病
気
〈
木
曜
〉

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
の
習
慣
〈
金
曜
〉
長

生
き
の
食
生
活
〈
土
日
曜
〉
学
校
の

歯
科
検
診

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
５
月
17
日
㈭
午

後
７
時
30
分
〜
９
時

税そ
の
他
の
情
報

健
　
康

講
座
・
教
室

5月の各種無料相談

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜午後１時〜４時（予
約は電話で。前週の木曜
午後２時〜月曜午後５時
までか先着９人まで）

市役所市民相談室

※相談は年度内に
１人１回

特設法律相談
☎027-233-4804

５月25日㈮
午後１時〜３時 総合教育プラザ

行政相談
☎027-898-6100

５月８日㈫
午後１時〜３時

かすかわ老人福祉
センター

５月10日㈭
午後１時〜３時 大胡支所

５月11日㈮
午後１時〜３時

上川淵市民サービス
センター

５月11日㈮・６月１日㈮
午後１時〜３時

東市民サービス
センター

５月16日㈬
午後１時〜４時 市役所市民相談室

５月18日㈮
午後１時〜３時 宮城支所

５月25日㈮
午後１時〜３時

南橘市民サービス
センター

６月６日㈬
午後１時〜３時 富士見公民館

※市民相談（☎027-898-6100）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701）は平日の午前８時30分〜午後５時15分。教育・青少年
相談（☎027-230-9090）は平日の午前９時〜午後７時、土曜は午前９時〜午後５時。DV相談（☎027-898-6524）、女性・セクハラ相談（☎027-898-6520）、
就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-230-1755）は平日の午前９時〜午後５時。自殺予防「群馬いのちの電話」
（☎027-221-0783）は午前９時〜午前０時。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

司法書士･土地家屋調査士相談
☎027-898-6100

５月11日㈮
午後１時〜４時

市役所市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

５月14日㈪
午後１時〜３時

人権相談
☎027-898-6100

５月18日㈮
午後１時〜４時

行政書士相談
☎027-898-6100

６月４日㈪
午後１時〜４時

月いち健康相談
☎027-220-5708

５月25日㈮
午前９時〜11時 前橋保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

５月９日㈬・23日㈬、
午後１時30分〜３時（各予約制）

市保健所
ひきこもりの若者の相談
☎027-220-5787

５月15日㈫
午後１時30分〜３時（要予約）

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜〜金曜、
午後１時〜４時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜・午後１時〜５時、
木曜・午前９時〜午後１時

市役所
外国人相談窓口

人
権
標
語

み
ん
な
の
笑
顔
　
そ
れ
は
ぼ
く
の
　
エ
ネ
ル
ギ
ー

笂
井
小
４
年

渡
辺 

惺
也
さ
ん

健康手帳 傷痕を残さないために
　傷は、速やかに治すことができれば、痕が残りにくく
なります。逆に傷が治るまで時間がかかればかかるほど、
痕が残ります。
　傷の治癒のポイントは、❶基本的に消毒はせず、石け
んを用いて水道水やシャワーでよく洗う、❷適切な塗り
薬や創傷被覆材（傷を保護する物）を選び傷の湿潤環境
を保つ、❸傷を乾かさず、かさぶたを作らない、❹いれ
ずみの原因となる砂などの異物は傷に絶対残さない、

❺やけどは初期対応がとても重要なので、水道水で十分
に冷やし、病院を受診して適切な外用剤や創傷被覆材で
処置する、ということになります。
　そうすることで、早くきれいに治り、痛みも少ない、
ということが期待できます。傷痕を残さないためには初
期対応と傷の潤いを保つことが大切です。

� 前橋市医師会　内田悦弘

いざというときに備えて

　ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の取り扱いや心肺蘇生法
を学ぶ普通救命講習会（成人
コース）を開催します。
日時＝５月 27日㈰午前９時
〜正午
会場＝消防局
対象＝市内在住か在勤の中学
生以上、先着 30人
申５月16日㈬から消防局警
防課�☎ 027-220-4513へ
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